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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 

省エネルギー小委員会 照明器具等判断基準ワーキンググループ 

（第２回） 

 

日時 平成28年12月13日（火）16：00～17：38 

場所 経済産業省別館301共用会議室 

議題 

 １．電球類及び照明器具の目標年度について（案） 

 ２．電球類及び照明器具の区分について（案） 

 ３．電球類及び照明器具の目標基準値について（案） 

 ４．電球類及び照明器具の表示事項等について（案） 

 ５．総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会照明 

   器具等判断基準ワーキンググループ 取りまとめ（案） 

 ６．その他 

 

１．開会 

 

○内藤省エネルギー課課長補佐 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・

新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 照明器具等判断基準ワーキンググループ第２回を開

催させていただきます。 

 私は、事務局を務めさせていただきます資源エネルギー庁省エネルギー課の内藤でございます。

よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様の出席状況ですが、省エネルギーセンターの早井委員からは欠席のご連絡をいただ

いておりますが、早井委員からは意見書をご提出いただいておりますので、適切なタイミングで

ご紹介させていただきたいと思います。また、先ほど、本多委員から遅れて出席される旨、ご連

絡がありましたことをご報告させていただきます。 

 前回に引き続き、今回もペーパーレスでワーキンググループを実施いたします。資料につきま

しては、メインテーブルの皆様に配付しているタブレット端末にて閲覧いただければと思います。

本日の資料を表示する方法は、お手元の手順書に記載がありますので、これに沿って操作をお願

いいたします。「第２回照明」とあるフォルダに保存されている資料を選択いただくと本日の資
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料が表示されると存じますが、いかがでしょうか。 

 表示されない不具合がありましたらお知らせください。操作方法などでご不明な点がございま

したら、会議の途中でも結構ですので、事務局までお知らせ願います。 

 それでは、ここからの議事の進行を渕田座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

２．議題 

①電球類及び照明器具の目標年度について（案） 

 

○渕田座長 

 それでは早速、議事に入りたいと思います。 

 初めに、資料１を開いていただきたいと思います。議題１「電球類及び照明器具の目標年度に

ついて」を、事務局より説明お願いいたします。 

○中村省エネルギー課係員 

 それでは、電球類及び照明器具の目標年度について、説明させていただきます。 

 私は、事務局の省エネルギー課、中村と申します。よろしくお願いいたします。 

 まずは、最初の段落からですが、トップランナー制度においては、この「特定機器に係る性能

向上に関する製造事業者等の判断基準の策定・改定に関する基本的考え方について」、簡単に言

いますと、この判断の基準を策定するための原則というものがございまして、この中の原則８が

目標年度の考え方でございます。この目標年度の考え方が下の四角で囲っているところですが、

この原則を踏まえて、電球類と照明器具の目標年度を設定した次第でございます。 

 四角の中を説明させていただきますと、原則８は「目標年度は、特定機器の製品開発期間、将

来技術進展の見通し等を勘案した上で、３～10年を目処に機器ごとに定める。」としています。 

 では、この原則に基づいて、それぞれ電球類と照明器具の目標年度について、設定の経緯を説

明させていただきます。その四角の下でございますが、電球類については、使用頻度の低い用途

で白熱電球などの既存光源を使用している場合は、早い段階で電球形ＬＥＤランプなどの高価で

かつ高効率の照明へ買いかえを求めることになり、これは消費者に経済的な負担を強いるという

ことになります。このような経済合理性の観点から、原則８に基づき、最大限の10年後、本基準

は来年2017年度施行と考えていますので、その10年後の2027年度を目標年度とします。 

 続きまして、照明器具の方です。こちらが政府の決定でございまして、エネルギー基本計画と

日本再興戦略において、高効率照明、こちらは照明器具における内容ですが、2020年までにフロ
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ーで100％の普及を目指すことになっております。この決定を踏まえまして、照明器具に関して

は、目標年度を2020年度といたします。 

 なお、ストックについては、こちらもエネルギー基本計画と日本再興戦略にも載っております

が、こちらは2030年までに100％の普及を目指すこととされておりますが、トップランナー制度

はフローの規制でございますので、フローの2020年目標に合わせて、照明器具に関しては2020年

度といたします。 

 目標年度については以上でございます。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質問などがございましたらお願いいたします。なお、

前回同様、ご発言を希望される方におかれましては、ネームプレートを立ててお知らせいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。何かございますか。 

 よろしいですか。 

 ありがとうございました。それでは、「電球類及び照明器具の目標年度について」につきまし

て、ご了承いただけますでしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、「電球類及び照明器具の目標年度について」につきまし

ては、了承いただけたこととさせていただきます。 

 

②電球類及び照明器具の区分について（案） 

 

○渕田座長 

 続きまして、議題２に移ります。議題２「電球類及び照明器具の区分について」を事務局より

説明お願いいたします。 

○中村省エネルギー課係員 

 それでは、資料２を開いていただきまして、電球類及び照明器具の区分について説明させてい

ただきます。 

 まずは基本的な、区分においての基本的な考え方を１．で示しておりますが、目標年度の説明

の際にもご紹介させていただきました判断の基準を策定するための原則、これに基づきまして区

分することといたします。その原則を２から６まで抜粋したものが下の四角でございます。 

 それぞれ説明させていただきますと、原則２が、ある指標に基づき区分を設定することになり

ます。その指標は基本指標としますが、この基本指標はエネルギー消費効率との関係の深い物理
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量、機能などの指標とし、消費者が製品を選択する際に基準とするものなどを勘案して定めると

いうものです。例えば、車の場合は車両の重量などを基本指標としたり、テレビは画面サイズに

よって区分をするという、そのような考え方が原則２でございます。 

 続きまして、原則３が目標基準値の話でございますが、こちらは、１つの数値または関係式に

よって定めるというものです。 

 原則４のところは、区分設定にあたり、付加的機能は、原則捨象する、原則考えないというも

のです。ただし、ある付加的機能のない製品のエネルギー消費効率を目標基準値として設定した

場合は、その機能を有する製品が市場ニーズが高いと考えられるにもかかわらず、目標基準値を

満たせなくなることにより、市場から撤退する蓋然性が高い場合は、別の区分とすることができ

るというものです。例えば、ノーマルテレビとワイドテレビを同じ区分の中で見た場合、ワイド

テレビのほうが目標基準値を達成できなくなることがありますので、そのような付加的機能は考

慮する必要があるというものが、原則４としています。 

 こちら、原則５でございますが、高度な省エネ技術を用いているがゆえに、高額かつ高エネル

ギー消費効率である機器については、区分を分けることも考え得るが、製造事業者等が積極的に

エネルギー消費効率のすぐれた製品の販売を行えるように、可能な限り同一の区分として扱うこ

とは望ましいというものです。今回、この照明に関しては原則５を用いております。後ほど説明

させていただきますが、高効率のものや白熱灯などの既存光源も同じ区分として扱うということ

を原則５で用いております。 

 原則６に関しては、目標基準値設定に当たり、特殊品は除外するというものとなっております。 

 以上が基本的な考え方の原則を説明させていただきました。 

 続きまして、電球類と照明器具、具体的にどのように区分するかというところを、２．から説

明させていただきます。 

 まず、結論から申しますと、今回は光源色の違いによって区分を分けたとしております。 

 その具体的な説明が１ページの下からになっておりますが、順に説明させていただきます。 

 光源色はＪＩＳに基づきまして、昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色の５種類に区分さ

れています。光源色の違いによって製品の構造が異なるため、取り出すことのできる全光束やエ

ネルギー消費効率に影響を及ぼすこととなります。 

 その中でも特にＬＥＤ、電球形ＬＥＤランプ、ＬＥＤ照明器具については、青色ＬＥＤ素子で

発光させる黄色蛍光体の量を変えることで光源色を変化させております。これは、次の２ページ

目の図１でも説明させていただきますが、黄色蛍光体の量によって取り出せる光の量が異なるた

めに光源色によるエネルギー消費効率の違いが生じます。なお、黄色蛍光体に変えて赤色蛍光体
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を使用しているものも存在はしますが、これらの製品については、光源色のエネルギー消費効率

に与える影響がさらに大きい傾向にあります。 

 ２ページ目の真ん中の図１を説明させていただきますと、こちらはＬＥＤの構造を図で示して

おります。黄色蛍光体の量が少ないと、矢印、これは光の量を示しているのですが、こちらの光

の量が多いということで、全光束が多くなるという考え方です。右側の図にいきますと、黄色蛍

光体の量が多いと、出ていく矢印、光の量が少なくなるということで、このように光束に差が出

てしまいます。つまり、エネルギー消費効率は全光束から消費電力を割った値になりますが、そ

のエネルギー消費効率にも影響を与えるということでございます。 

 図１の説明は以上でございますが、２ページ目の上の「一方で」から、また説明させていただ

きます。 

 先ほどまではＬＥＤの影響の話でございますが、一方で、白熱電球、白熱灯器具につきまして

は、こちらは光源色が電球色のみであるため、光源色によるエネルギー消費効率の違いは生じな

いとしています。 

 また、高圧水銀ランプ、ＨＩＤランプのことですが、こちらと電球形蛍光ランプ、蛍光灯器具

につきましては、光源色によるエネルギー消費効率に与える影響はほとんどない。 

 以上のような特徴で、また、今回は、先ほど説明しました日本再興戦略、こちらを踏まえると、

電球類及び照明器具でのそれぞれ共通の新基準を策定する必要がございます。したがいまして、

光源色によるエネルギー消費効率に与える影響が大きい電球形ＬＥＤランプ、ＬＥＤ照明器具を

基本とし、区分分けをしました。エネルギー消費効率の分布としては、資料３のほうで分布をあ

らわしておりますが、「昼光色、昼白色、白色」、そして「温白色、電球色」、この２つの区分

で傾向が異なるので、２区分とすることにします。２ページ目の一番下の表１に載せております

が、具体的にはこのような区分となります。 

 続きまして、３．の区分のまとめでございます。まず最初の文章は表１のことを説明しており、

このような区分としますというところを説明しています。２段落目に関してですが、調色機能を

有する電球類や照明器具に関しては、どのような区分の扱い方なのかというのを説明しているの

がこちらの文章でございます。 

 説明させていただきますと、調色機能を有するもので主に使用される光源色が想定されるもの、

こちらにつきましては、主に使用される光源色が想定されるということですので、その光源色の

区分を適用することとします。 

 他方で、調色機能を有するが、主に使用される光源色が想定されないものにつきましては、第

１回のワーキンググループで定めた測定方法で測定した中で最も高い消費電力の定格値における
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光源色が該当する区分に適用することとします。 

 これは省エネの観点で考慮しております。まず、主に使用される光源色が想定されるものはそ

の光源色の区分と見るという理由は、省エネの観点で最もＷｈ（ワットアワー）が大きい光源色

と考えられますので、そのときの光源色の区分とします。反対に、想定できないものは、そのＷ

（ワット）が最も大きいもので区分しておけば、Ｗｈ（ワットアワー）の観点でも大きいもので

あろうというところで区分をさせていただきました。 

 区分に関しての説明は以上でございます。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

 中村委員、よろしくお願いします。 

○中村（美）委員 

 すみません、最後の３．の、今ご説明をされた、主に使用される光源色が想定されるもの、想

定されないものという、何か非常に曖昧な表現かなと思われるのですが、この想定する、しない

というのは、事業実際、消費量を測られる方だと思うのですが、それまでの資料の書き方だと非

常にはっきりと、ＪＩＳの規定で何々というような表現にされていたのですけれども、ここだけ

がちょっとふわっとしているような気がいたしまして、この主に使用される光源色が想定される、

されないというのは、どういった形で決め込むことができるのでしょうか。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 では、事務局のほうから。 

○中村省エネルギー課係員 

 まずは、調色機能を有するものに関しては、ちょっとＪＩＳの規定というものがなく、ほかの

器具に比べてはＪＩＳから引用できないというところですので、まずこちらの資料においては決

めさせていただいたというところでございます。 

 ＪＩＳの判断というところ、ＪＩＳではなくて区分の判断がちょっと曖昧になるかもしれない

というところがあるのですが、こちらは業界調整等を行った中で聞いた話ですが、調色機能を有

するもので、主に光源色が想定される製品が今のところは比較的に多いということは聞いており

ます。つまり、そもそも普通の電球類や照明器具は使用される光源色が決まっているものですが

け、それにアディショナルに調色機能がついているというものが多いというところでございます。 

 そのような場合、メーカーとしてはこういう光源色で使ってほしいという製品については、消
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費者が望む光源色の区分として扱い、かつ表示をしなければ、市場では選択されなくなってしま

うというところもあるので、ちょっと曖昧な規定にはなるのですが、基本的にはメーカーが売っ

てほしいという、主に使用されると想定される光源色のものに区分し、表示するものだろうとい

うところを考えておりますので、この資料上ではこのように整理させていただきました。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。 

 これに対しましては、工業会のほうから補足のご説明をいただければと思います。 

○内橋オブザーバー 

 まず、現状の市場の実態をご説明申し上げたいと思いますが、調色器具には、いろんな種類の

ものがあります。 

 例えば、電球色と白色の２種類の色を切りかえるものや、読書をするときに高齢者の方が見や

すいように非常にハイパワーな、例えば120％ぐらいの出力を出すような切りかえ機能を有する

ようなもの、連続的に色を変化させるものなど、いろいろな種類があります。そして、これらの

調色器具は、リビングで使われる場合、和室で使われる場合など、いろんな用途を想定して、各

社は、その器具形態に応じて、推奨する色で定格表示を行っているのが現状であり、各社の表示

については統一されていません。 

 例えば、先にお話ししたハイパワー機能を有するものの場合、通常使われる推奨の色温度、出

力でのｌｍ／Ｗ（ルーメン・パー・ワット）を記載し、ハイパワーの機能はあくまでも付加機能

的な使い方としては定格表示はしていない。また、先ほど申しました２つの光色を切り替えるタ

イプの場合は、２つの定格値を書いている製品もあります。 

 以上のように、製品の種類が非常にバラエティーに富んでいるものですから、今回は、メーカ

ーがユーザーの使い方を想定し、メーカーが推奨する光源色での出力を定格値として記載するの

が、実態に合ったものと考えます。 

 一方、メーカーとして光源色を定められないものもあります。どこで使わるのか想定できない

製品や、例えば２色を切り替えるタイプのように、お客さんがどちら側の光源色で主に使われる

かわからないようなものについは、今回のまとめでは、消費電力の一番大きい、効率が最悪のと

ころでの光源色における出力を定格値とする考え方です。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。 

○内橋オブザーバー 

 もう実態に合わせてということだと思います。 



 8 

○渕田座長 

 何かまだ。 

○中村（美）委員 

 一つ懸念と言いますか、やっぱり主に使用される光源色が想定されるものというところはメー

カーの方が決められるという、今おっしゃったようなことだと思うのですが、区分が２つになる

と、どちらかがｌｍ／Ｗが小さくて、どちらかは大きいという形になりますので、自分たちはこ

れで決めましたということで、実際には主たる色はこちらですが、もう一つの小さいほうの区分

に入るような操作じゃないですけれども、業界としてそのようなことはないと思うのですが、そ

ういった操作がないようにしないといけないと思います。先ほどおっしゃられた後半のほう、光

源色が想定されないものについては両方について、というふうに先ほどおっしゃっていましたけ

れども、どちらも表示するといいますか、表示していただいた上で効率が高いほうを取るなどの

ほうがいいのかなと、少し、お聞きしていて思いました。 

○内橋オブザーバー 

 ですから、想定されないものについてはワット数の高いところが定格値として記銘されます。

しかし、例えば先ほど申しましたように、出力が120％のハイパワー機能が付加されているもの

もあるわけです。この場合、出力が一番高いところ、ｌｍ／Ｗの低いところは、その120％のと

ころになるわけです。これはメーカーが想定している通常使用ポイントではない。オプション機

能をメインに掲げてｌｍ／Ｗを記載するのは、消費者の立場から見れば非常に誤った定格値にな

ろうかと思います。ですから、現段階ではいろんな商品がございますので、消費者側が選びやす

いように定格値を各メーカーさんが考えて決めておられますので、その実態に合わせたほうがよ

かろうかと思います。 

 メーカーがあえて都合のいいところを狙うのではないかというご懸念は理解しますが、多くの

メーカーが競争しておりますので、あるメーカーが都合のいい表示をしても、そのメーカーだけ

が光源色が違う記載になり消費者側から見ても非常におかしな表示ということになります。この

ような不当な表示は市場できっちり監視できるのではないかなと思います。メーカー側が勝手に

都合のいいほうを記載するというような不正は非常に起こりにくいと考えています。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。 

 大体の趣旨は多分、全体の概念は我々も理解できると思うのですが、多分今、中村委員がおっ

しゃったように、何か恣意的にこうなるというご懸念が残る。 

 でも、その辺は今回の省エネトップランナーの話で、市場がどうなっているかということを考
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えたときに、優先的に使われるところを主に想定しているということは一つ考えられることでは

ないかなとは思うのですが、この点について何かさらにご質問ございますでしょうか。 

 では、本多委員。 

○本多委員 

 今の話でいくと、どっちか、こっちで使ってほしいということであれば、区分が１か２かとい

って、その数字を提示するわけですよね。どっちかわかんないというのなら両方提示したほうが、

私はわかりやすいような気がするのですが、それは何かある、都合が悪いのでしょうか。 

○渕田座長 

 これは工業会でよろしいですか。では、事務局から。 

○中村省エネルギー課係員 

 区分を両方表示し、光源色２つという表示は考えられるかと思いますが、達成判定において、

どの区分で判断するかというところで、両区分で見た場合でというところだと整理がつかないか

なと思いますので、区分としては１つに選んでほしいというところで考えております。 

○本多委員 

 それであれば、この文章は、想定されないのではなくて、どっちか想定してくださいと書いて、

それを表示しなさいと言ったほうが明快だと思います。 

○石毛委員 

 よろしいですか。 

○渕田座長 

 では、石毛委員。 

○石毛委員 

 今の点に関連して、多分、この後の議題での数値を見ないと何ともいえないのですが、図１を

見ると、この区分１と区分２とでは、区分２のほうが効率が悪くなるということは、多分そこは

消費電力の定格値が高くなる方向ということだと思います。ここで想定される光源色について、

ちょっと悪いほうで表示することによって効率のほうも判定するといった、多分安全側の配慮も

あるのではないかと思います。 

 一方で、今までの議論でいいますと、どうやったら消費者の方がなるべく誤解をされないとい

うか、メーカーが何かやっているのではないかといったところの観点でいうと、調色機能があり、

使用される光源色が想定されるものといったところについては、基本的にはメーカーが想定され

る使い方で使うだろうから、メーカーが想定されるものからそんなに大きくずれないだろうとい

ったことですが、実際にそのような現状になっているかどうかといったところがポイントだと思
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うので、その辺について、もし状況がわかりましたら教えていただければと思います。現状がそ

のようになっているのであれば、多分その懸念はあまりないのではないかと思いますので。 

○渕田座長 

 では、工業会のほうからご説明いただけますか。 

○内橋オブザーバー 

 一応このトップランナーの区分の考え方はこういう整理をされていますが、基本的には、メー

カー側としては、お客様には正しい使い方をしていただくということで、当然、これ以外の表示

なり説明は加えていると思います。多分後の説明に出てくると思いますが、メーカー側の責務と

して、例えば白色がメインに使用されると想定し、つまり、区分１と記銘した場合、電球色で使

われますと効率がこうなりますよという記載は当然行います。そういう意味で、どの光源色で使

われればどうなるかという情報を消費者に提供しますので、その辺の誤解とか混乱はなかろうと

考えております。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。 

 よろしいですか、今のご説明で何かまたさらにございますでしょうか。 

○石毛委員 

 私は結構です。 

○渕田座長 

 よろしいですか。 

 じゃ、中村委員。 

○中村（美）委員 

 意見といいますか、やはり他のところはＪＩＳでいろいろ規定されているものを引っ張ってき

て、こういうトップランナーの基準でこうというふうにされているので、先ほどご説明受けまし

たけれども、調色機能を有するものについては、今のところ測定方法は決まったものがないとい

うのを先ほどお伺いしましたので、今後、工業会様だと思うのですが、ここら辺については、恐

らくトップランナーに決まったということは、将来的にはそこを測って議論になってくると思い

ますので、今後そういう確固たる規定の何かを定めていただけるようなことを進めていただけれ

ばなと思います。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。 

 何か、今のに対しまして、ございますでしょうか。 
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○内橋オブザーバー 

 検討いたします。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 ほか、ございますか。 

 よろしいですか。 

 本多委員も、先ほどの件でご納得いただけたということで。 

○本多委員 

 はい、わかりました。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。それでは、ほかにご意見がないということで、「電球類及び照明器具

の区分について」につきましてご了承いただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、「電球類及び照明器具の区分について」につきまして、了

承いただけたこととさせていただきます。 

 

③電球類及び照明器具の目標基準値について（案） 

 

○渕田座長 

 続きまして議題３「電球類及び照明器具の目標基準値について」を事務局より説明お願いいた

します。 

○中村省エネルギー課係員 

 それでは、資料３「電球類及び照明器具の目標基準値について」を説明させていただきます。 

 まずは、１．の基本的な考え方ですが、これは先ほどの区分と同様でございますが、判断の基

準の策定に係る原則に基づいて設定いたします。先ほど紹介した原則に基づきます。 

 ２．のエネルギー消費効率向上のための改善余地でございますが、今回、高効率の電球類及び

照明器具の普及を促進することで、さらなるエネルギー消費効率の向上が図られるということで、

改善余地としております。 

 続きましては、それぞれ具体的な目標基準値をどのように設定したかというところを、３．で

説明させていただきます。 

 まずは、①の電球類を説明させていただきます。光源色によって区分した電球類、こちら、全

体のエネルギー消費効率を分布すると図１のとおりになりますというのが、すみません、次のペ
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ージになってしまうので大変見づらいのですが、２ページ目の上の図のようなプロットになりま

す。出典に関しては注釈で書いてあるとおりでございます。 

 この図１のとおり各区分でのトップランナー値というものが、現行の電球形ＬＥＤランプの目

標基準値、こちら、区分１が110ｌｍ／Ｗと、区分２が98.6ｌｍ／Ｗでございますが、これをト

ップランナー値とみなすことができますので、電球類に関しては、この値を本基準における目標

基準値として設定いたします。 

 １ページ目の最後の文章になりますが、この目標基準値を、電球類全体の目標基準値を採用す

ることにより各区分での電球類全体のエネルギー消費効率を向上させ、高効率の電球類の普及を

最大限に図っていくこととします。 

 以上が電球類の説明でございます。 

 続きまして、２ページ目の図１の下の、②の照明器具の目標基準値について説明させていただ

きます。 

 すみません、こちらも次のページの３ページ目のほうにプロットがございます。光源色によっ

て区分した照明器具全体に対して、こちらは固有エネルギー消費効率で分布しますと、３ページ

目の図２のとおりになります。このようなプロットになります。 

 ここで、２ページ目の説明に戻らせていただくのですが、まず、高効率の照明器具というもの

を定義させていただきますと、少なくとも現時点で仮定される最大の固有エネルギー消費効率の

蛍光灯器具を上回る照明器具であることが期待されるものと考えております。つまり、蛍光灯器

具を基に考えるということでございます。目標基準値の考え方としては、そこで、蛍光灯器具の

固有エネルギー消費効率を極限まで向上したと仮定した場合の固有エネルギー消費効率の改善分

を、各区分における蛍光灯器具のトップランナー値に上乗せした値を目標基準値として設定いた

しますと。 

 こちらが、３ページ目のところでラインを引いておりますが、区分１は100ｌｍ／Ｗ、区分２

が50ｌｍ／Ｗとしております。こちらは、橙色の蛍光灯器具、こちら最高効率なのですが、こち

らを極限まで固有エネルギー消費効率が向上したものを今の最高効率に上乗せした値が、それぞ

れ100と50となっております。この値を目標基準値として採用することで、各区分の照明器具全

体の固有エネルギー消費効率を向上させて、高効率の照明器具の普及を図っていくこととします。 

 なお、プロットにＬＥＤ照明器具のプロットも、最大効率や最低効率などプロットしておりま

す。高効率の照明器具の中でも固有エネルギー消費効率が高いＬＥＤ照明器具を基に目標基準値

を設定するということも本来は考えられるのですが、３ページ目の図２のとおり、器具効率など

によって固有エネルギー消費効率にばらつきが多く、設定が困難であると考えております。 
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 他方で、先ほどより紹介させていただいていますエネルギー基本計画、日本再興戦略において、

照明器具に関しては、高効率照明は2020年までフロー100％を目指すとされており、この決定を

確実に達成する必要があるため、今回早急に新基準を策定する必要があるということでございま

す。 

 このような理由があり、今回は蛍光灯器具を基に目標基準値を策定させていただきました。今

後、目標年度の2020年度以降に基準値を見直す際には、器具効率などを、演色性などもあると思

いますが、それらを考慮した十分な検討を行い、新たな基準値の策定について設定していきたい

と考えておりますが、照明器具に関しては、蛍光灯器具を基に、今回基準値を策定させていただ

きました。 

 続きまして、４ページ目に進んでいただけますでしょうか。 

 基準値の設定の話は以上でございますが、基準値の達成判定方法について４．に書いておりま

す。説明させていただきますと、この目標基準値の達成判定方法につきましては、メーカーなど

が目標年度に国内向けに出荷する電球類及び照明器具については、測定したエネルギー消費効率

または固有エネルギー消費効率を区分ごとに事業ごとの出荷台数で加重平均した値、この値を目

標基準値と比べて下回らないようにするというのが判定方法でございます。 

 ５．が、先ほどの目標基準値まで目標年度において向上した場合の改善効果を示しております。 

 それぞれ、①電球類、②照明器具の改善効果を試算しておりますので、説明させていただきま

す。①電球類の目標年度におけるエネルギー消費効率の改善率は、基準年度に出荷された白熱電

球、高圧水銀ランプ、電球形蛍光ランプ、電球形ＬＥＤランプが、区分ごとの出荷台数比率が一

定のままとしまして、目標年度に同一区分において電球形ＬＥＤランプに全数置き換わると仮定

した場合が、最終的に改善効果は293.3％となると書いております。簡単に説明しますと、既存

光源、いわゆる白熱電球やＨＩＤランプ、電球形蛍光ランプという既存光源が、高効率に全て置

き換わる、ここでいう電球形ＬＥＤランプですが、これが置き換わった場合の値が293.3％とな

るということでございます。 

 計算に用いた値は表のとおりなのですが、（１）、（２）、（３）で、それぞれ計算の手順を

書いております。 

 （１）は区分１における目標年度に出荷された電球類のエネルギー消費効率改善効果の加重平

均値でございますが、こちらの計算式を簡単に説明しますと、分母のほうが出荷台数、区分１の

出荷台数の合計ですが、分子のほうが、まず、「293％×1,462」とありますが、こちらはＨＩ

Ｄランプの改善効果に出荷台数を掛けたもので、次が、「41％×7,867」というものが、電球形

蛍光ランプの目標年度における改善効果に出荷台数を掛けたもので、その次の「0％×43,151」
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というのが、電球形ＬＥＤランプが目標年度において電球形ＬＥＤランプに置き換わったもの、

つまり改善効果はゼロとしており、区分１においては目標基準値が110ｌｍ／Ｗから110ｌｍ／Ｗ

に置き換わると考えておりますので、こちらは0％とさせていただいていますが、これを計算し

た場合は14.3％となります。 

 （２）が、同様に計算した場合、区分２で同様に計算した場合、375.2％となります。 

 （３）が、区分１、区分２の平均としまして、加重平均とした値で293.3％としております。 

 これが電球類の目標年度2027年度における改善効果としております。 

 ②照明器具のほうも①電球類と同様に改善効果の計算をしております。電球類と同様、既存の

白熱灯器具と蛍光灯器具が全部ＬＥＤ照明器具に、全数置き換わると仮定した場合、改善効果は

29％となるということで算出、試算しております。 

 目標年度における改善効果については以上でございまして、基準値案の説明を終わらせていた

だきます。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。何かござ

いますか。 

 中村先生。 

○中村（芳）委員 

 本質的な問題では全然ないですが、ランプの種類で、高圧水銀ランプというのがありますよね。

ほかのランプについては何で入っていないのでしょうか。 

○中村省エネルギー課係員 

 ほかのランプと申しますと。 

○渕田座長 

 高圧ナトリウムランプなど？ 

○中村（芳）委員 

 ええ。 

○中村省エネルギー課係員 

 高圧ナトリウムランプですか。 

○中村（芳）委員 

 何で水銀ランプだけがあるのかという。 

○中村省エネルギー課係員 
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 こちらは、第１回のワーキンググループのときで、出荷台数や特殊用途などで対象範囲を設定

した際で、最終的にＨＩＤは対象ということで、あくまで電球類の話ですが、書いてあるという

ものです。 

○中村（芳）委員 

 はい、思い出しました。ありがとうございました。 

○渕田座長 

 ほか、何かございますか。 

 では、石毛委員、どうぞ。 

○石毛委員 

 とても長い説明、ありがとうございました。 

 まず、電球類につきましては、現行の電球形ＬＥＤランプの数値ということで、そこは２．に

書いてありますとおり、とにかく今の高効率の電球類の普及を図り、これを100％にすることで

向上を図っていくということで、考え方としましては、現行の基準自体を広く浅く全体に普及し

ていくと、そういった考え方ということで理解させていただきました。区分との関係では、これ

でよろしいかと思います。 

 それで、図２のほうですが、これは先ほどの最後の改善効果との関係でいいますと、最終的に

改善効果の計算というのはあくまで100％ＬＥＤ照明器具に置き換わった場合で考えていて、先

ほどの電球類は現行のＬＥＤランプのトップランナーに合わせているのでわかるのですが、一方

で照明器具のほうとなりますと、現行のＬＥＤ照明器具の数値は、要するにばらばらなので、そ

れから算出するのも難しいので、蛍光灯器具のほうから設定したと。そういったことだと思うの

ですが、例えばライトの種類ということで見ますと、図２の区分１と区分２では、非常に代表的

な照明器具なので、なかなか同じにできない。これを見ると、たまたま①番の白色系の施設用ダ

ウンライトと⑤番の電球色の施設用ダウンライトがあり、ここだけで見比べると、必ずしも白色

系のほうが２倍というわけではないように見えるのですね。そういった意味でいうと、白色系の

100のほうは、ちょっと先ほどの電球との関係でいうと十分高い数値かなと思うのですが、区分

２のほうは、蛍光灯器具の値からというよりも、現在のＬＥＤ照明器具も非常にいろんなばらば

らの効率がある中で、最低限ここまで上がってきてもらわないと困るレベルですよと、そういっ

た考え方という整理のほうが、これらの数値だけで、図だけで見ると、ちょっといいのではない

かなという気がしました。電球類のほうでもそうだと思うのですが、電球色のほうはなかなか白

色系と同じ効率を出すのは難しい状況の中で、特に器具効率が入ってくると、もう各社ばらばら

といったことになると、数字としてはこんな状況になるかなと思うのですが、数値の考え方とし
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ては、照明器具は、ＬＥＤ照明器具から本当は出したいんだけれども、やむを得なかったと。そ

ういった形として設定されたというところでしょうかという、これは確認でございます。 

○渕田座長 

 表現を少し変えたほうがいいということではなく、ご確認ということでよろしいんですか。 

○石毛委員 

 はい。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。 

 何か補足ございますか。 

○中村省エネルギー課係員 

 おっしゃるとおりでございまして、照明器具に関してはＬＥＤ照明器具を基に基準をつくるの

では、器具効率や演色性、あとは用途なども考慮しないといけないというところはあり、日本再

興戦略の関係で厳しいということでございますので、石毛委員のおっしゃるとおりで、蛍光灯器

具を基に作成させていただきましたということでございます。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。 

 ほか、ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、「電球類及び照明器具の目標基準値について」につきまして、ご了承いただけます

でしょうか。 

 ありがとうございます。では、「電球類及び照明器具の目標基準値について」につきましては、

了承いただけたこととさせていただきます。 

 

④電球類及び照明器具の表示事項等について（案） 

 

○渕田座長 

 続きまして、議題４に移ります。議題４「電球類及び照明器具の表示事項等について」を事務

局より説明お願いいたします。 

○中村省エネルギー課係員 

 それでは、資料４の「電球類及び照明器具の表示事項等について」を説明させていただきます。 

 まずは、電球類の表示事項を（１）で並べております。イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トまでござ

います。内容は、書いてあるとおりでございますが、１点、先ほど区分のときに議論になりまし
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た調色機能の話でございますが、こちら、ヘに「調色機能を有するものにあってはその旨」と書

いております。調色機能のある場合は省エネ法の表示にも基づいて、ちゃんと表示してください

というところは、こちらで規定させていただきます。 

 続きまして、（２）の遵守事項でございます。こちら、１から６までございますが、順に説明

させていただきます。 

 まず１の、全光束はルーメンの単位で表示することと。調色機能を有するもので、主に使用さ

れる光源色が想定されないもの、こちらに関しては、最も高い消費電力における全光束を表示す

るようにしてくださいと、遵守事項で規定しております。 

 ２）の消費電力につきましてはワット単位で表示することとします。調色機能を有するもので、

主に使用される光源色が想定されないもの、こちらにつきましては、先ほどと同様、最も高い消

費電力、こちらを表示するようにします。 

 ３番目は、エネルギー消費効率はｌｍ／Ｗの単位で小数点以下１桁まで表示することとして下

さい、と遵守事項で規定しております。 

 ４番目は光源色、表示事項のホですが、調色機能を有するもので、主に使用される光源色が想

定されないものについては表示しないこととします。想定されないといいますか、メーカーでも

決められないところに関しては記載しないことにします。 

 ５番目は、また調色機能の話ですが、調色機能を有するものは、調色によって全光束、消費電

力、エネルギー消費効率が変わる旨は付記するようにして下さいというものです。消費電力や全

光束は、消費電力の高い値でそれぞれ表示するよう規定はしているのですが、そもそも調色、違

う色を使うことによってルーメンやワットが変わってしまうということなので、そこはちゃんと

書くように遵守して下さいということを５番目で規定しております。 

 ６番目が表示場所に関してですが、表示事項は、パッケージまたはカタログ、カタログは電子

媒体も含みますと、もしくは機器の選定に当たり製造事業者等により表示される資料、これはホ

ームページでの表示などが考えられるのですが、この中で表示をして下さいというところを６番

目に記載しております。 

 ２つ目の照明器具の表示事項について説明させていただきます。まず（１）で、表示事項がイ、

ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チまで書いております。電球類とほぼ同様の事項でございますが、細

かいことを言いますと、エネルギー、照明器具に関しては、器具効率掛けた固有エネルギー消費

効率を蛍光灯器具や白熱灯器具は書く必要がありますし、ＬＥＤ照明器具は固有エネルギー消費

効率の測定方法しかございませんので、こちらは固有エネルギー消費効率をちゃんと表示して下

さいというところを、ホで書いております。 
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 ２番目が遵守事項でございます。こちらは、先ほどの電球類と同じ内容を書いております。基

本的には先ほどと変わらない内容でございますので、説明を省かせていただきます。 

 それぞれ遵守事項のところなどで※があったのですが、こちらの全光束及び消費電力に関して

は、10月のワーキンググループの資料５で定められた測定方法で表示して下さいということで、

下に注釈として書かせていただきました。 

 基本的には、表示事項に関しては、消費者にとって必要なものや、エネルギー消費効率にかか

わる事項に関してを絞り込んで、表示事項で並べさせていただきました。ちょっと足らない部分

に関しては遵守事項のところでいろいろ規定させていただいたという整理でございます。 

 説明は以上でございます。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして、何かご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

 では、石毛委員のほうから。 

○石毛委員 

 ちょっと細かいところですが、これは電球類も照明器具でも遵守事項の５）で、調色機能を有

するものについては、調色によって全光束、消費電力、エネルギー消費効率で変わる旨となって

いるのですが、特に照明器具によっては、全光束はそのままで消費電力と効率が変わるような場

合というのもあるかと思うのですが、この文章だけですと、調色によって必ず全ての数値が変わ

ってしまうというふうにとれてしまうので、ここは、変わるものについてちゃんと書くというこ

とが明確になるようにしていただいたほうがいいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。 

 では、事務局からお願いします。 

○中村省エネルギー課係員 

 すみません、１点。照明器具で変わらない場合があるというのはワットでしょうか、ルーメン

でしたでしょうか。 

○石毛委員  

 全光束、ルーメンです。 

 基本的に、変わるファクターがある場合には、それをちゃんと書くというのが趣旨だと思いま

す。今の文章は、何か必ず３つとも変わるように読めてしまいましたので。 
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○渕田座長 

 ご指摘どおりだと思います。 

○内藤省エネルギー課課長補佐 

 ご指摘を踏まえ、対応させていただきます。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

では、本多委員。 

○本多委員 

 日本語の問題なのかわからないですが、両方とも、電球類も照明器具も、遵守事項の４）で、

使用される光源色が想定されないものは表示しない。調色機能があるものはどの範囲で調色でき

るかというのは、どこかに表示されるのでしょうか。光源色を書かないとあるので、どの範囲で

調色できるのということ。 

○渕田座長 

 昼光色から電球色へとか、そういうものを書かないでいいのかということでしょうか。 

○本多委員 

 範囲を表示されないように読めるのですが、そういうことではないですよね。何か書くのでし

ょうけれども、そのように読めるので。 

○渕田座長 

 何か工業会のほうから何か補足ございますか。 

○内橋オブザーバー 

 これはトップランナーの最低限、必須事項の記載を規定されているものでありまして、商品説

明上は必ず各メーカーさんは、何ケルビンから何ケルビンとか、光源色の範囲は必ず、調色であ

れば記載されるはずだと思います。 

○本多委員 

 ということは、省エネルギー法上は要らないけれども、製品と、メーカーとしては当然書く。 

○内橋オブザーバー 

 その通りです。 

○本多委員 

 何か奇妙な感じですけれども、そういうことですね。 

○内橋オブザーバー 
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 はい。 

○渕田座長 

 これは、法案をおつくりになる立場からということで、いかがでしょうか。 

○中村省エネルギー課係員 

 ありがとうございます。ご指摘の点も踏まえて、こちらのほうで工業会と調整し、どうしてい

くかということは検討させて下さい。省エネ法ではエネルギーに関して必要な表示なのかどうか

ということが前提で、極力表示をしなければいけないものは少なくしたいと事務局でも考えてお

りますが、やはり消費者のほうで混乱を招かないような表示というのが大前提だと思いますので、

その点を踏まえて検討させていただきたいと思います。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。 

 何かほかにございますでしょうか。 

 じゃ、中村委員。 

○中村（芳）委員 

 遵守事項の５）の、先ほど石毛委員が言われたところですが、これは、調色によって変わりま

すと書けばそれでよいということでしょうか。「変わる旨を付記する」というのは、具体的に書

く必要はないのですね。 

○中村省エネルギー課係員 

 はい。こちらは、調色によって変わりますよというところを書いていればよいです。特別に文

章を決めているわけではないです。 

○中村（芳）委員 

 変わりますって書けばいい。 

○中村省エネルギー課係員 

 ということでございます。 

○中村（芳）委員 

 そうですか、わかりました。 

○渕田座長 

 よろしいですか。 

 最低限の記述ということなので。 

○中村（芳）委員 

 最低限ということですね。 
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○渕田座長 

 ほか、いかがでしょうか。 

 では、工業会から補足をお願いします。 

○内橋オブザーバー 

 この件につきましては、先ほど中村委員のほうからもご指摘あった点だと思います。 

 調色器具はまだまだいろんな商品が出てまいります。そういう意味で、まだ表示方法、適切な

表示方法が定まっておらず、消費者にわかりやすい表示というのは、当然今後考えていく課題だ

と考えておりますので、今回のトップランナーにつきましては、省エネに対する最低限の表示と

いう理解です。今後いろんなケースが考えられますので、短時間での検討は非常に難しいと思い

ます。混乱を招かないためにも、工業会として、各メーカーのいろんな意見を聞いた上で、適切

な表示方法を検討してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいなと思います。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。ぜひそのように進めていただきたいと思います。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 それでは、「電球類及び照明器具の表示事項等について」につきまして、ご了承いただけます

でしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、「電球類及び照明器具の表示事項等について」につきま

して、了承いただけたこととさせていただきます。 

 

⑤総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会照明器具

等判断基準ワーキンググループ 取りまとめ（案） 

 

○渕田座長 

 続きまして、議題５に移ります。議第５「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネル

ギー分科会省エネルギー小委員照明器具等判断基準ワーキング取りまとめ（案）」につきまして、

事務局より説明をお願いいたします。 

○中村省エネルギー課係員 

 それでは、資料５の取りまとめ（案）につきまして、説明させていただきます。 

 非常にページ数が多く、58ページまであるのですが、こちらは第１回と先ほどの審議いただき

ました内容を全部入れたものというものでございまして、ページ数が多くなっております。まず、

どのような構成になのかを、簡単に説明させていただきます。 
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 まず、２ページ目のところでございますが、まずは、今回の審議会を開催した経緯についてを

最初に説明しております。簡単に言いますと、エネルギー基本計画や日本再興戦略において高効

率照明を普及することを目指すこととしておりますので、今回は電球類と照明器具の判断基準を

つくるに当たり審議をし、その取りまとめを行いましたというところが、最初の２ページ目に記

載させていただきました。 

 その次の１．ですが、そもそも現行で基準が存在しているのは蛍光灯器具と電球形蛍光ランプ、

電球形ＬＥＤランプですので、その達成状況について、記載しております。 

 まず先に構成を説明しますと、その次のページ以降が、それぞれ対象範囲や測定方法、区分、

基準値などの概要を書いております。そして、10ページ目以降に、エネルギー消費効率の優れた

電球類及び照明器具の普及に係る政府や製造事業者などの取組に関する提言を書かせていただい

ております。こちら、後ほど説明させていただきます。 

その提言の後の12ページ目以降が、これまでの第１回ワーキングと第２回ワーキングの審議

資料と、照明工さんから説明いただきました電球類及び照明器具の現状の資料を入れさせていた

だいております。構成としてはこのような形になっております。 

 すみません、２ページ目に戻っていただきまして、１．の達成状況について説明させていただ

きますと、表１は、それぞれの基準年度の実績値と目標年度の実績値というものを示しておりま

す。なお、電球形ＬＥＤランプは、目標年度が2017年度であり、こちらの実績値はございません

ので、空欄とさせていただいております。蛍光灯器具と電球形蛍光ランプにつきましては基準値

よりも改善したということが現状わかっておりますということが、１．で説明しております。 

 続きまして、３ページ目でございますが、こちらは対象範囲の概要を書かせていただいており

ます。なお、前回、対象範囲のところで委員の皆様から指摘させていただいたところは一部反映

させていただいておりますので、具体的なところは後ほど説明させていただきますが、反映して

いるものとなっております。 

 続きまして、４ページ目の下のほうで、３．が判断の基準となるべき事項というところで、

（１）で目標年度について記載しております。（２）が区分と目標基準値を載せております。 

 ５ページ目ですが、（３）はエネルギー消費効率とその測定方法について記載しております。

こちらも、第１回の委員の皆様から指摘いただいているところ、一部修正しております。具体的

なところは後ほど説明させていただきます。 

 ６ページ目以降も続きますが、７ページ目が（４）で表示事項等というところでございまして、

表示事項と遵守事項を書かせていただいております。内容は先ほど説明したものと同じでござい

ます。 
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 すみません、次はまたページが飛んで、ページをめくっていただきまして、10ページ目でござ

います。10ページ目と11ページ目は、「省エネルギーに向けた提言」で、政府の取り組みや製造

事業者等の取り組みなどをこちらで記載させていただきました。順に説明させていただきます。 

 （１）が政府の取組みございますが、①は、エネルギー消費効率の優れた電球類及び照明器具

の普及を図る観点から、政策的支援及び普及啓発などの必要な措置を講じて努めることというこ

とを取組として書いております。 

 ②が、庁舎等におきましてはエネルギー消費効率の優れた製品の使用を努めることということ

でございます。ですので、この会場のものもエネルギー消費効率の優れた製品に切りかえないと

いけないというところでございます。 

 ③が、製造事業者等の表示の実施状況を定期的・継続的に把握し、使用者に対してエネルギー

消費効率に関する正しくわかりやすい情報の提供がなされるように、適切な法運用を努めること

というところでございます。こちらは、間違った表示をされていないよう適切な法運用を努める

ようにということでございますが、こちらは省エネ法に基づく報告徴収などを目標年度以降で行

っておりますので、そのような形で表示の確認などをすることなどを考えております。また、新

しい表示の切り替えに関しましては、今回は電球類と照明器具に切り替わるというところで、複

雑な切り替えがですので、使用者が混乱しないように、表示の切り替えを周知することとします。

こちらは業界団体等も含めて今後検討していき、いろんな場を設けて周知していこうと考えてお

ります。 

 ④は、使用者が電球類を交換する際に、適切な電球類選択に資する正確な情報提供を行うよう、

製造事業者等を促すことというものでございます。 

 ⑤は、今回の省エネ基準につきましては国際的に普及させることを努めることというところを

書いております。 

 ⑥は、こちらは先ほどの目標基準値のところでも係る話でございますが、今回の照明器具に関

しましては、器具効率や演色性などが固有エネルギー消費効率に影響を与えます。しかし、今回、

早急に基準値を策定する必要があるため、器具効率や演色性等の異なる照明器具を適切に区分す

るために用途や形態を考慮した十分な検討というのがまだまだ必要なところ、また、それに関す

る検討とデータ取得を十分に行った上で目標基準値を設定しなければならないというところがあ

ります。そのため、目標年度が照明器具は2020年度ですので、それ以降の新たな基準の策定の際

に、器具効率や演色性などを考慮した新たな基準値の策定について検討を行うことと⑥で書いて

おります。 

 （２）は製造事業者等の取組でございます。 
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 ①は、エネルギー消費効率の優れた電球類と照明器具に関して、製品の開発に努めることを書

いております。 

 ②に関しては、その電球類や照明器具を使用する方がエネルギー消費効率の優れた製品を選択

できるように、適切な情報提供を努めることとしております。もう一つ、先ほど政府の取組にも

ございましたが、表示の切り替えに関しては、使用者が混乱しないように周知を行うこと。こち

らが②でございます。 

 ③は、また表示の話でございますが、表示されているエネルギー消費効率が実際のエネルギー

消費効率等との間に乖離がないかについては、その確認方法を検討し実施することとしておりま

す。その確認方法としては、例えば試買調査などが考えられますが、このようなことを検討し、

実測と表示に乖離がないかというところなどを確認する必要があるということで、検討していく

ことを③で書いております。 

 ④は、先ほど政府の取組でもあったのですが、器具効率や演色性等を考慮した新たな基準等の

策定について検討を行うことを、製造事業者等の取組でも書かせていただきました。 

 次の11ページ目、⑤でございますが、こちらは、製造・輸入にあたりましては、安全性に配慮

した商品開発に努めることというところを記載させていただいています。 

 続きまして、（３）が販売事業者の取組でございます。 

 まず①が、エネルギー消費効率の優れた電球類及び照明器具の販売に努めることを記載してい

ます。 

 ②は、店頭などで適切な情報の提供を行う観点から、省エネに関する情報収集や販売員の教育

などに努めることとしております。 

 ③でございますが、電球類及び照明器具を建築物に組み込んで販売する事業者さんに関しまし

ても、エネルギー消費効率の優れた製品の使用に資するよう、供給に努めることを書かせていた

だきました。 

 次の④ですが、電球類や照明器具を使用者が交換する際に適切なランプを選択できるよう、製

造事業者等からの情報に基づいて、使用者に対して正確な情報提供に努めることでございます。

こちら、誤ったランプを交換してしまうと、安全上問題があるところもございますので、このよ

うに書かせていただきました。 

 続きまして（４）が、電球類及び照明器具の選定を行っております建築物の設計事業者さん、

設計者様の取組を書かせていただきました。 

 ①が、エネルギー消費効率の優れた電球類及び照明器具を選択するようにというところを書か

せていただきました。そして、切り替えに努めるようにして下さいというものでございます。 
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 ②が、その選択に当たっては、使用者の目的を考慮し、調光機能等を有効に活用して使用者が

適切な明るさで使用するなど、効率的な使用により省エネできるよう努めることを書かせていた

だきました。 

 （５）が使用者の取組でございますが、①が、エネルギー消費効率の優れた電球類と照明器具

を選択して切り替えに努めること。 

 ②が、電球類及び照明器具の使用に当たっては、不必要な点灯を削減することで省エネに努め

て下さいというものでございます。 

 提言に関しては以上でございます。 

 12ページ目以降は、ワーキンググループ第１回、第２回の資料の入れた形としております。 

 12ページ目が対象範囲のところでございますが、こちらは、前回の第１回のワーキンググルー

プで委員からの指摘がありましたので、その変更箇所について説明させていただきます。 

 まず、15ページ目です。16ページ目にまたいでしまうのですが、まず、15ページ目を見ていた

だきますと、一番下のⅣのところ、こちら、照明器具の対象範囲の適用除外の説明でございます。

安全や光環境を担保して使用されるものとして、その次の16ページ目に、配光制御を必要とする

もので、こちら、「規制等への適合のため、安全や光環境を担保する配光制御を必要とする街路、

トンネル等で使用される。」と記載しております。こちら、前回第１回のときには、こちらの文

章がちょっと違う文章だったのですが、この文、そのときには安全や光環境を担保する配光制御

という用途で除外するのか、もしくは、街路、トンネルという用途で除外するのかという指摘が

ありまして、このときには「街路、トンネルで使用される」と、「等」とつけなかったのですが、

今回は、特殊な用途で除外するというところを重きをおくということで、街路、トンネル「等」

というのをつけ加えさせていただき、特殊な用途で全部除外できるように判断できるよう記載さ

せていただきました。ほかの対象除外のところも同じように、「等」というところを記載して修

正させていただきました。 

 委員からの指摘の修正の反映は、対象除外については以上でございますが、また課内で調整し

直ったところだけ説明させていただきます。すみません、14ページ目に戻っていただきますと、

14ページ目が電球類の対象除外についての説明でございますが、「植物の育成に使用されるも

の」というところが、特殊な環境条件というところでⅠで整理しておりましたが、こちら、電球

類自体が特殊な環境条件に耐えるものではないので、Ⅰのところで分類するのは整理としては違

うのではないかというところがございまして、Ⅱのところで分類させていただきました。内容と

しては変わってはいないのですが、分類上の整理のところで、このように書かせていただきまし

た。 
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 対象除外に関してはあと２点ございます。また15ページ目に進んでいただきまして、Ⅲのとこ

ろでございます。「極小の空間で使用されるもの」として、対象除外のニ）とホ）で書いており

ますが、こちらは第１回のときは「限られた空間」と書かせていただきました。もうちょっと具

体的にしたほうがいいというところも調整の中でありまして、限られたというよりも、結局のと

ころ、小形の照明器具を使うことは特殊な用途だというところで、そこがわかるように、「極小

の空間で使用されるもの」と直し、二）とホ）の文章もそれがわかるように修正させていただき

ました。こちらは、ちょっと具体的にわかるように修正したというものでございます。 

 対象除外のところでもう１点でございまして、16ページ目でございます。こちらは製品の対象

除外という話ではないのですが、３．のところで、勧告及び命令の対象外の事業者についてを記

載させていただきました。省エネ法の第79条第１項の規定に基づきまして、特定エネルギー消費

機器の製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件に関しては、ほかのトップランナー対象機

器でも同様なのですが、生産量・輸入量のシェア全体のおおむね0.1％未満を目安として運用し

ております。そのため、電球類と照明器具におきましても同様に、生産量・輸入量の全体シェア

の0.1％未満の製造事業者等は、仮に達成していなかった場合の勧告及び命令に当たるかどうか

で、対象外となることを３．に書かせていただきました。 

 続きまして、17ページ目は目標年度で、これは先ほどの資料が加えられております。 

 ちょっと駆け足になりますが、18ページ目は区分の話でございますが、先ほど説明した同じ資

料が３ページにわたって記載しております。 

 21ページ目が目標基準値でございます。これも先ほど説明した資料を追加している次第でござ

います。 

 別添５の27ページ目が、こちらがエネルギー消費効率と測定方法についての資料でございます。

こちらは、第１回のワーキンググループで委員の皆様からの指摘がありました。ＪＩＳの規定な

どがわかりにくいところがあるので整理していただきたいというところをご指摘いただきまして、

今回はその整理をさせていただいた文書になっており、第１回ワーキングとは別の資料、修正し

た資料が入っているということでございます。こちらが４ページにわたってございます。 

 31ページ目は表示事項の資料がございます。 

 33ページ目が、ワーキンググループの開催経緯ということで、第１回と第２回のそれぞれ議題

を載せております。 

 34ページ目は委員名簿を掲載させていただいております。 

 そして、35ページ目以降は第１回ワーキングのときの資料でございまして、電球類及び照明器

具の現状を最後のページまで載せております。 
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 取りまとめ案の資料の説明については以上でございます。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 ここで、本日ご欠席の早井委員からのご意見をいただいていますので、その意見書につきまし

て、事務局からご紹介をお願いいたします。 

○中村省エネルギー課係員 

 続きまして、参考資料１で、本日ご欠席の早井委員よりご意見をいただいておりますので、簡

単に紹介させていただきます。 

 簡単に説明させていただきますと、輸入事業者に対する対策に関する意見をいただいておりま

す。輸入事業者に関しては、この省エネ法、特に今回の改正に関しましては、知らしめる方法が

少ないように感じるという意見をいただいております。 

 その中で早井委員からは、例えばＪＥＴＲＯの輸入手続きのホームページには必要な法律を列

挙したページがございますので、そこにリンクを張ってもらうなどの周知ができないかというと

ころを、ご提案をいただいておりますと。また、ＪＥＴＲＯ以外にも周知の場はあると思います

ので、議論いただければというところが意見書でございます。 

 これは、電球類や照明器具にかかわらず、ほかの機器に関しても、輸入事業者に関するトップ

ランナー基準の周知に関しては課題となっているところでございます。特に電球類や照明器具に

関しては輸入事業者が多いところで、こちらは問題意識はございますし、検討していかなければ

ならないというところがございます。 

 提言にも周知徹底するというところは書いておりますが、まず、早井委員から意見いただいた

ように、ＪＥＴＲＯを用いた周知については活用できるようには調整していきたいと考えており

ます。 

 その他の周知方法に関しては、こちらも業界団体等と協力して、どのように周知できるか。ど

のように周知できるかというよりも、どのくらい多く周知していくかというところは重要になっ

ていくのかなというのは、個人的には考えておりますので、そこは議論して実行していきたいと

考えております。なかなか輸入事業者の細部にわたるところまでは難しいところではございます

が、徹底的に手は打っていく必要があるかと考えております。 

 以上でございます。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 では、ここで、先ほどご説明いただいた取りまとめ（案）、今の早井委員のご意見も含めまし
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て、何かご意見、ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 じゃ、中村委員。 

○中村（美）委員 

 ご説明ありがとうございました。 

 10ページ目の（２）製造事業者等の取組の④、これは確認ですけれども、「今後、器具効率や

演色性等を考慮した新たな基準値等の策定について検討を行うこと。」と書かれていて、これは

政府の取組のほうにも書かれていますが、（２）のほうは、イメージとしては、業界基準のよう

なものを策定して下さいというようなイメージでしょうか。両方に同じことが書かれていますの

で。 

○中村省エネルギー課係員 

 はい、検討していく方向は政府も製造事業者等も同じという考えでございます。 

 考えとしましては、どのように検討していくかということは確定的ではないんですけれども、

まずは、測定方法はＪＩＳとかに規定されているのであればそれを利用するというところもあり

ますし、されていない場合はどのような形で、ＪＩＳなのか、もしくはガイドラインなのかとい

うところで、測定方法や区分とか、器具効率や演色性の違いでいろいろ測定方法を検討しないと

いけないと思います。ですので、まずは製造事業者さんに、その基準値の策定が正確に、新しい

基準値の策定がスムーズに行えるような測定方法というのをきちんとつくっていただきたいとい

うところを考えております。それを見た上で、こちらでまた、その測定方法を見た上で区分と基

準値を、データを取得した上で検討していくということを手順としては考えております。 

 順番にいくと、製造事業者様から政府という順番になるのかと思いますが、こちらは製造事業

者さんとまとめて議論をしていかなければならないので、取組としては両者で行っていくという

ことは考えております。ただ、整理としては先ほどの説明となります。 

○渕田座長 

 よろしいですか。 

○中村（美）委員 

 はい。 

○渕田座長 

 ありがとうございます。 

 ほか、ございますか。 

 では、石毛委員。 

○石毛委員 
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 では、10ページにある提言について、２点ほどコメントを申し上げたいと思います。 

 まず１点目は、製造事業者等の取組の③番に関してなんですけれども、実は現在、電球形ＬＥ

Ｄランプのトップランナーでは、パッケージ表示で、私どもＮＩＴＥが登録したＪＮＬＡの登録

試験所の結果が活用されています。まず、これまでＪＮＬＡ制度をご活用いただきました関係者

の皆さま、特に製造事業者さまだとか、この制度の運営で入れていただいた皆さまに、ちょっと

この場をお借りして感謝申し上げたいと思います。 

 それで、今回の新たな見直しによって、当然そこは表示事項ではなくなるわけですが、私ども

ＮＩＴＥとしましては、今後とも信頼性のある試験結果として、ＪＮＬＡ制度というのが活用さ

れることを期待しております。その例としまして、まさにこちらに書いてある、（２）③に書い

てあるエネルギー消費効率の実測値と表示値の間に乖離がないかにつきまして、試買調査、おそ

らく業界等でされるかもしれませんが、こういったときにも当然信頼性ある結果という意味では

お使いいただきたいと思いますし、例えば、今後、製造事業者さまが外部の試験所さんを使う場

合には、なるべくといったことにはなるのですが、私どもＪＮＬＡの試験所の結果を使っていた

だくというのは、ぜひこれはお願いしたいと考えております。これが１点目でございます。 

 ２点目は、先ほどいった、情報提供といった観点から一つコメントを申し上げたいと思います。 

 まず今回の場合、２回にわたって検討したワーキングの目的であるＬＥＤ等の高効率照明普及

を目指していくといった観点からしますと、当然、情報提供、最終的には消費者の方、購入され

る方にその目的が伝わらないと、結局、買ってもらわなければ進まないといったことがあると思

います。そうしますと、最終的に消費者の皆さまの背中を後押しして、それだったらこの次買い

替えるときは高効率照明に買い替えようかなという、そういったきっかけづくりといったところ

も必要ではないかと考えております。そういった点、なるべく消費者にわかりやすいメッセージ

というのをどうやって伝えていくかというところを考えていただければと思います。 

 例えば、その例としまして、電球を買いかえるときに、以前の電球に比べたら今度買う電球は

エネルギー消費効率が高いから、あれはいい電球と。これはわかるのですが、実際には結構お金

もかかる話ですので、実際に買おうと思うと、やはりどうしてもお財布との相談になってしまう

と思うのです。そうしたときに、例えば、今電球に買い替えたら、将来何カ月後にコストが逆転

して、その後は省エネも進んでいくし家計も助かりますよと。そういったところでわかりやすく

消費者の方にお伝えできるといったことが必要ではないかと思います。 

 そういったことで考えますと、資料５の、ちょっとページは飛ぶのですが、たしか54ページで

すかね。これは前回のワーキングの中で、たしか飯野委員から質問があったかと思うのですが、

この図３-11を見ますと、例えば白熱電球との関係でいうと、これは11カ月でコスト逆転という



 30 

のがあるんですけれども、こういったところでもよりわかりやすく、つまり、最初は高いですけ

れども、約１年我慢すれば、今後はコスト的にも大丈夫ですよ、省エネにもなりますよといった

ところを、やっぱりわかりやすく伝えていかないと、幾らいいものといっても、いざ買おうと思

ったときに、今までの10倍の値段ですと手が出ないってことがあると思いますので。そういった

ところを含めて、どうやったら消費者の方に伝えていけるかといったところを、ぜひこれは関係

される機関の方、皆さまで、ぜひご議論していただければと思います。 

 私からは以上でございます。 

○渕田座長 

 どうも貴重なご意見ありがとうございます。 

 何かございますか。 

○内藤省エネルギー課課長補佐 

 貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘を踏まえ、工業会とも相談しながら検討を進めて

いきたいと思います。 

○渕田座長 

 では、本多委員。 

○本多委員 

 先ほどの早井委員の意見書で、これは反映してくれてもいいような意見ですが、どこでつくっ

ているかというような話をもう少しクリアにしてもらうとありがたいかなということです。その

中には、今ちょっと言われた、実はライフサイクルの話のようなもの。今の規定でいくと、瞬時

値だけの話でトップランナー基準を決めていますけれども、実際、何万時間というのを期待して

ＬＥＤってつけているので、例えばそのような規定ですかね、割とちょっと怪しげな海外製品は

なかなかそこがクリアにできないかなという気もするし、そちら側の時間軸側の話も踏まえて今

後は検討いただくと、きちっとしたものはちゃんと長い期間の省エネの製品として使えるという

ふうになってもらえるかなと思うので、その辺も観点で検討いただければというふうに思います。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 何か、よろしいですか。 

○内藤省エネルギー課課長補佐 

 ありがとうございます。ご指摘を踏まえ、進めていきたいと思います。 

 すみません、先ほどのご意見に対する補足ですが、消費者に混乱を与えないため、新基準の切

り替えについては、我々も一定の準備期間を設けて消費者に周知していきたいと考えております。
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これに関しては、各機器ごとの事情を踏まえ、例えば、カタログへの貼り替えに要する期間や、

パッケージに印刷ために要する期間等を考慮して、消費者に混乱を与えないような形で進めてい

きたいと考えております。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 何か、もう一つ、二つございますか。 

 じゃ、もう一回、本多委員。 

○本多委員 

 全然つまらない話なのですが、これは目次はないのですか。作っていただいたほうがいいよう

な気がして。 

○中村省エネルギー課係員 

 目次つくります。 

○渕田座長 

 確かに、ページが多いものですからね。ありがとうございます。 

 ほか、いかがですか。 

 では、飯野委員。 

○飯野委員 

 先ほど石毛委員のほうから、私のほうも申し上げようと思ったことを全て言っていただいたの

ですが、混乱しないようにというところと、それから、つけかえのときに、今でも製品事故って、

非常に消費者の誤使用での製品事故が多いわけですから、そのあたりのところも安全に切り替え

できるというところを、政府のほうからも周知していただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○内藤省エネルギー課課長補佐 

 ありがとうございます。今、委員からもお話あった点に関しては、取りまとめ案における提言

にも記載させていただいております。その点も踏まえ、しっかりと進めていきたいと考えており

ます。 

○渕田座長 

 ありがとうございました。 

 よろしいですか。ありがとうございました。 

 それでは、この取りまとめ（案）につきましては、本日、皆様からいろんなご意見をいただき

ましたので、それを反映するために、この後、事務局で作業をいただくことになりますが、その
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確認につきまして、座長である私のほうにご一任いただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 何度もこの意見交換の中で、ＬＥＤ、今過渡期でもございますので、いろんな製品も出ている

中で、日本再興戦略で、ぜひトップランナー基準をまずつくって、その後、よりよいものにして

いくということでご計画だと思いますので、その作業を進めていただければと思います。ありが

とうございました。 

 それでは、取りまとめ案に向けた作業に入っていただきたいと思います。 

 

⑥その他 

 

○渕田座長 

 議題６「その他」が残ってございますので、事務局より今後の進め方等についてご説明をお願

いいたします。 

○内藤省エネルギー課課長補佐 

 本日は、多くの議題があり、時間の関係上、十分ご意見を伺うことができなかったかもしれま

せん。もしさらなるご意見などがございましたら、事務局宛てメールなどでいただければ幸いで

す。恐縮ですが、できる限り12月20日火曜日までに頂戴できれば幸いです。 

 今後のスケジュールですが、本日、各委員からいただきましたご意見などを踏まえ、事務局に

おいて取りまとめ案を作成いたします。ご意見反映後の取りまとめ案につきましては、渕田座長

にご確認いただきます。その後、パブリックコメントなどのプロセスを経ることになります。パ

ブリックコメントなどのご意見を踏まえ、私どものほうで最終取りまとめ案を作成いたしまして、

渕田座長のご確認をもって最終取りまとめとさせていただきたく考えております。その際、必要

と判断される場合には、本ワーキンググループを再度開催し、最終取りまとめ案についてご審議

いただくことを考えております。 

 最後に、省エネルギー課長の吉田より一言挨拶申し上げます。 

○吉田省エネルギー課長 

 省エネ課長の吉田でございます。 

 本日は活発なご議論をどうもありがとうございました。日本再興戦略において、白熱灯等を含

めてトップランナー基準を本年度中につくるという大きな方針がございました。大変忙しいスケ

ジュールではございましたが、座長はじめ、委員の皆様、大変活発にご審議をいただきまして、

本日の取りまとめをいただきました。本当にありがとうございます。 
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 また、業界団体の皆様におかれましても、この間大変ご協力いただきました。この場をかりて

御礼を申し上げたいと思います。 

 今日の審議の中にもございましたけれども、ＬＥＤ照明器具の効率の測定方法についてはまだ

課題があると思っておりますので、こちらについては引き続きしっかりと取り組んでまいりたい

と思います。また、ユーザーへの周知の仕方、これもご議論ございましたが、このあたりも非常

に重要だと思いますので、今後、さらに具体的に考えてまいりたいと思います。 

 いずれにしましても、照明は省エネ量5,030万キロリットルという国の目標の中で大変大きな

ウェイトを占めております。これからも省エネ施策の観点からも注目をしていきたいと思います

ので、皆様には、また引き続きご協力をいただければ幸いです。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○渕田座長 

 どうもありがとうございました。 

 

３．閉会 

 

○渕田座長 

 それでは、本日のワーキンググループはこれにて閉会させていただきます。ありがとうござい

ました。 

－了－ 


